
第

二

千

六

百

六

十

号

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

(

火
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日

を
定
め
る
規
則

(

地
域
ス
ポ
ー
ツ
課)

四
五
二
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

四
五
二

○
岐
阜
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

生
活
衛
生
課)

四
五
二

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

四
五
二

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の

数

(

選
挙
管
理
委
員
会)

四
五
三

○
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

四
五
四

○
政
治
団
体
の
異
動
事
項
の
公
表

(

同

)
四
五
五

○
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)
四
五
五

○
指
定
届
が
提
出
さ
れ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

四
五
七

○
資
金
管
理
団
体
の
異
動
事
項
の
公
表

(

同

)

四
五
七

○
指
定
取
消
し
の
届
が
提
出
さ
れ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

四
五
七

公

示

○
平
成
二
十
六
年
度
個
人
情
報
の
開
示
等
の
実
施
状
況

(

法
務
・
情
報
公
開
課)

四
五
八

○
平
成
二
十
六
年
度
公
文
書
公
開
の
実
施
状
況

(

同

)

四
五
九

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

四
六
〇

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

同

)

四
六
〇

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

(

商
業
・
金
融
課)

四
六
二

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
適
当
の
決
定

(

農
地
整
備
課)

四
六
三

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

(

都
市
政
策
課)

四
六
三
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日



規

則

岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
八
十
二
号

岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例(

平
成
二
十
七
年
岐
阜
県
条
例
第
九
号)

の

施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
七
年
七
月
一
日
と
す
る
。

岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
八
十
三
号

岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
条
例
施
行
規
則(

平
成
三
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中｢

又
は
第
三
駐
車
場｣

を｢

、
第
三
駐
車
場
又
は
第
四
駐
車
場｣

に
改
め
、
同
条

第
二
項
中

｢

前
項
の｣

の
下
に

｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
条
第
三
項
中

｢

第
一
項
の｣

の
下
に

｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
る
。

第
三
条
第
二
項
中｢

又
は
第
三
駐
車
場｣

を｢

、
第
三
駐
車
場
又
は
第
四
駐
車
場｣

に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
中｢

使
用(

特
別
設
備)

許
可
変
更
申
請
の｣

を｢

変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た｣

に
改
め
る
。

第
六
条
中｢

及
び
第
三
駐
車
場｣

を｢

、
第
三
駐
車
場
及
び
第
四
駐
車
場｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
八
十
四
号

岐
阜
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則(

昭
和
四
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
八
条
中｢

別
表
第
一
六
の
項
第
一
号｣

を｢

別
表
第
一
八
の
項
第
一
号｣

に
改
め
る
。

第
九
条
中｢

別
表
第
一
七
の
項
第
一
号｣

を｢

別
表
第
一
九
の
項
第
一
号｣

に
、｢

別
表
第
二
一
の

項｣

を｢

別
表
第
三
一
の
項｣

に
改
め
、
同
条
第
一
号
中｢

、
同
条
第
六
項｣

を｢

又
は
同
条
第
六
項｣

に
改
め
る
。

第
十
条
中｢

別
表
第
二｣

を｢

別
表
第
三｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
中

｢

第
二
条
第
二
項

(

条
例
第
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)｣

を

｢

第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書｣

に
改
め
、｢

条
例
第
二
条
第
一
項
又
は
条
例
第
三
条
第
一
項
の
基
準
を
適

用
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
る｣

を
削
る
。

別
表
中｢

別
表
第
二
一
の
項｣

を｢

別
表
第
三
一
の
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
百
九
十
五
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
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県
道

道
路
の
種
類

大

垣

養

老
線

公

園

路
線
名

養
老
郡
養
老
町
大
坪
字
溝
東

五
四
〇
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

五
六
〇
番
一
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

各
務

原
市

土
岐

市

美
濃

加
茂

市

恵
那

市

羽
島

市

瑞
浪

市

美
濃

市

中
津

川
市

関
市

多
治

見
市

高
山

市

大
垣

市

岐
阜

市

選
挙

区
名

118,026

48,866

40,796

43,286

54,479

31,569

18,199

66,008

72,999

92,867

75,380

145,054

333,345

総
数
(人
)

39,342

16,289

13,599

14,429

18,160

10,523

6,067

22,003

24,333

30,956

25,127

48,352

111,115

３
分
の
１
の
数
(人
)

持
課
及
び
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
二
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、

第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

び
運
営
に
関
す
る
法
律(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ

て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る

数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

１
平
成
27年
６
月
２
日
現
在
に
お
い
て
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
総
数

1,668,329人

２
総
数
の
50分
の
１
の
数

33,367人

３
総
数
の
３
分
の
１
の
数
(そ
の
総
数
が
40万
を
超
え
80万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
40万
を

超
え
る
数
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
､
そ
の
総
数
が
80万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
80万
を
超
え
る
数
に
８
分
の
１
を
乗
じ

て
得
た
数
と
40万
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
)

308,542人
４
岐
阜
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
別
の
総
数
及
び
３
分
の
１
の
数
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村
木
と
し
ふ
み
を
育
て
る
会

瑞
浪
・
土
岐
市
合
併
研
究
会

ぬ
の
ま
た
会

た
は
ら
り
か
と
つ
な
が
る
生
き
活
き
会
議

大
平
し
ん
じ
後
援
会

い
ざ
わ
や
す
き
を
育
て
る
会

政
治
団
体
の
名
称

養
老

郡

羽
島

郡

海
津

市

下
呂

市

郡
上

市

本
巣

市

飛�
市

瑞
穂

市

山
県

市

可
児

市

25,284

37,254

30,253

28,938

36,533

42,156

21,583

40,350

23,359

93,005

村
木

清

井
澤
康
樹

布
俣
正
也

平
井
治
彦

田
口
勝
胤

井
澤
康
樹

代
表

者

の
氏

名

8,428

12,418

10,085

9,646

12,178

14,052

7,195

13,450

7,787

31,002

村
木
幸
子

井
澤
由
紀

永
井
清
雄

大
竹
悦
子

大
平
礼
子

井
澤
由
紀

会
計
責
任
者

の
氏

名

本
巣
郡
北
方
町
高
屋
1130

瑞
浪
市
寺
河
戸
町
1262

飛�
市
古
川
町
黒
内
948

可
児
市
桜
ヶ
丘
６
―
169

可
児
市
今
渡
56―
４

瑞
浪
市
寺
河
戸
町
1262

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

加
茂

郡

揖
斐

郡

安
八

郡

不
破

郡

43,072

57,334

19,574

28,760

14,358

19,112

6,525

9,587

そ
の
他
の
政
治
団
体
(政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
)

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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自
由
民
主
党
久
瀬
支
部

自
由
民
主
党
岐
阜
県
揖
斐
郡
第
一
支
部

政
治
団
体
の
名
称

高
木
ま
さ
ひ
ろ
後

援
会

郷
ひ
で
あ
き
後
援

会 岐
阜
県
医
師
連
盟

飛
騨
市
支
部

民
主
党
岐
阜
県
第

４
区
総
支
部

民
主
党
岐
阜
県
第

３
区
総
支
部

自
由
民
主
党
岐
阜

県
電
気
通
信
支
部

自
由
民
主
党
池
田

町
支
部

政
治
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

代
表

者

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

会
計
責
任
者

代
表

者

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

会
計
責
任
者

代
表

者

異
動

事
項

杉
本
一
義

渡
辺
信
行

代
表

者

の
氏

名

岐
阜
市
茜
部
中
島
１
―

62―
２

郷
英
明

飛�
市
古
川
町
若
宮
２
―

１
―
66

河
合
清
文

紺
田
健
彦

可
児
市
今
渡
218―

５

各
務
原
市
那
加
岩
地
町

１
―
30

伊
藤
幹
夫

竹
中
芳
弘

新

杉
本
一
義

内
藤
孝
義

会
計
責
任
者

の
氏

名

岐
阜
市
近
島
１
―
13―

１ 郷
康
夫

飛�
市
古
川
町
杉
崎
22

1―
１

紺
田
健
彦

大
高

征

岐
阜
市
美
江
寺
町
２
―

３ 各
務
原
市
那
加
前
洞
新

町
４
―
185

小
島
正
治

岩
谷
真
海

旧

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
乙
原
84

揖
斐
郡
池
田
町
本
郷
1287―

３

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

柳
田
デ
ン
笑
顔
の

会 水
野
賢
一
後
援
会

古
川
た
か
と
し
後

援
会

は
し
も
と
正
彦
後

援
会

濃
飛
政
治
経
済
研

究
会

布
俣
正
也
後
援
会

名
古
屋
税
理
士
政

治
連
盟
岐
阜
南
支

部 名
古
屋
税
理
士
政

治
連
盟
岐
阜
北
支

部

平
成
27年

５
月
28日

平
成
27年

４
月
30日

解
散

年
月
日 主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

代
表

者

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

代
表

者

政
党
の
支
部

政
党
の
支
部

政
党
又
は
政
党

の
支
部
の
場
合

そ
の
旨
の
表
示

本
巣
市
文
殊
1325―

３

中
津
川
市
苗
木
66

三
島
英
盛

高
山
市
石
浦
町
９
―
11

―
１

美
濃
加
茂
市
西
町
２
―

24―
１

飛�
市
古
川
町
是
重
１
―

２
―
24

山
岸
健
次

深
川
祐
司

岩
田
敏
男

自
由
民
主
党
本
部

自
由
民
主
党
本
部

当
該
政
党
の
支
部

を
支
部
と
す
る

政
党
の
名
称

一
以
上
市
町
村
区
域
等

一
以
上
市
町
村
区
域
等

一
以
上
の
市
町
村
の
区

域
等
を
単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部
の
表
示

岐
阜
市
則
松
３
―
227

中
津
川
市
苗
木
9166

源
田
耕
正

高
山
市
石
浦
町
８
―
73

岐
阜
市
鏡
島
精
華
１
―

３
―
17

飛�
市
古
川
町
上
野
23

3 間
宮
雄
次

河
合
敏
則

�
井
直
樹

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の

異
動
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政

治
団
体
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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渡
辺
信
行
友
の
会

渡
辺
信
行
後
援
会

渡
辺
信
行
育
信
会

吉
村
俊
廣
後
援
会

安
田
よ
し
く
に
後
援
会

み
ず
な
み
未
来
研
究
会

松
本
紀
史
後
援
会

洞
口
博
連
合
後
援
会

星
川
む
つ
え
後
援
会

古
田
は
じ
め
を
育
て
る
会
揖
斐
郡
支
部

博
友
会

野
田
の
り
お
を
育
て
る
会

21世
紀
岐
阜
市
活
性
化
を
進
め
る
会

田
代
よ
し
あ
き
後
援
会

信
友
会

加
藤
え
い
す
け
後
援
会

大
野
く
に
ひ
ろ
友
の
会

揖
斐
政
治
経
済
懇
話
会

井
澤
康
樹
後
援
会
連
合
会

自
由
民
主
党
谷
汲
支
部

樋
口
直
嗣

渡
辺
幸
一

南
林

昇

山
下
芳
信

伊
藤
直
人

井
澤
康
樹

松
本
紀
史

田
中
公
一

長
谷
部
光
由

渡
辺
信
行

洞
口

博

松
岡
正
光

大
野
邦
博

宇
野
三
夫

林
久
洋

加
藤
英
輔

井
上

悟

渡
辺
信
行

加
藤
健
二

高
橋
元
之

内
藤
孝
義

内
藤
孝
義

内
藤
孝
義

森
益
基

八
十
島
雅
夫

井
澤
由
紀

上
出
和
子

中
村
利
治

徳
田
文
子

内
藤
孝
義

木
下
裕
子

高
木

明

大
野
貞
夫

宇
野

満

内
藤
孝
義

棚
橋
真
弓

大
野
貞
夫

内
藤
孝
義

市
川
世
徳

高
橋
元
之

揖
斐
郡
池
田
町
本
郷
1287―

３

揖
斐
郡
池
田
町
本
郷
1287―

３

揖
斐
郡
池
田
町
本
郷
1287―

３

中
津
川
市
坂
下
314―

４

安
八
郡
神
戸
町
安
次
900―

１

瑞
浪
市
寺
河
戸
町
1238―

２

高
山
市
片
野
町
６
―
222

飛�
市
古
川
町
杉
崎
179―

２

瑞
穂
市
古
橋
1273

揖
斐
郡
池
田
町
本
郷
1287―

３

飛�
市
古
川
町
沼
町
896

大
垣
市
赤
坂
新
町
４
―
134―

１

岐
阜
市
弥
八
町
９

揖
斐
郡
大
野
町
下
座
倉
46

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
三
輪
878―

２

羽
島
市
上
中
町
一
色
101

岐
阜
市
弥
八
町
９

揖
斐
郡
池
田
町
本
郷
1287―

３

瑞
浪
市
寺
河
戸
町
1238―

２

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲
名
礼
246―

２

平
成
27年

４
月
30日

平
成
27年

４
月
30日

平
成
27年

４
月
30日

平
成
27年

４
月
27日

平
成
27年

５
月
10日

平
成
21年

５
月
12日

平
成
27年

５
月
16日

平
成
27年

５
月
10日

平
成
27年

５
月
12日

平
成
27年

４
月
30日

平
成
27年

５
月
12日

平
成
27年

４
月
30日

平
成
27年

５
月
11日

平
成
27年

５
月
18日

平
成
27年

４
月
30日

平
成
27年

４
月
30日

平
成
27年

５
月
11日

平
成
27年

４
月
30日

平
成
21年

５
月
12日

平
成
27年

５
月
26日

政
党
の
支
部

自
由
民
主
党
本
部
一
以
上
市
町
村
区
域
等
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�
木
雅
浩

浅
野
裕
司

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

布
俣
正
也

井
澤
康
樹

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

高
木
ま
さ
ひ
ろ

後
援
会

浅
野
ゆ
う
じ
政

経
会

資
金
管
理
団
体

の
名

称

岐
阜
県
議
会
議
員

瑞
浪
市
長

公
職
の
種
類

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

公
職
の
種
類

異
動
事
項

ぬ
の
ま
た
会

い
ざ
わ
や
す
き
を
育

て
る
会

資
金
管
理
団
体
の

名
称

岐
阜
市
茜
部
中
島
１
―

62―
２

岐
阜
市
議
会
議
員

新 飛�
市
古
川
町
黒

内
948

瑞
浪
市
寺
河
戸
町

1262

主
た
る
事
務
所
の

所
在

地

岐
阜
市
近
島
１
―
13

―
１

岐
阜
市
長 旧 布
俣
正
也

井
澤
康
樹

代
表
者
の

氏
名

井
澤
康
樹

松
本
紀
史

洞
口

博

大
野
邦
博

加
藤
英
輔

渡
辺
信
行

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

柳
田
明
廣

橋
本
正
彦

瑞
浪
市
長

高
山
市
議
会
議
員

岐
阜
県
議
会
議
員

岐
阜
市
議
会
議
員

羽
島
市
議
会
議
員

岐
阜
県
議
会
議
員

公
職
の
種
類

柳
田
デ
ン
笑
顔

の
会

は
し
も
と
正
彦

後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

み
ず
な
み
未
来
研
究

会 松
本
紀
史
後
援
会

博
友
会

21世
紀
岐
阜
市
活
性

化
を
進
め
る
会

加
藤
え
い
す
け
後
援

会 揖
斐
政
治
経
済
懇
話

会 資
金
管
理
団
体
の

名
称

本
巣
市
文
殊
1325―

３ 高
山
市
石
浦
町
９
―

11―
１

瑞
浪
市
寺
河
戸
町

1238―
２

高
山
市
片
野
町
６
―

222

飛�
市
古
川
町
沼

町
896

岐
阜
市
弥
八
町
９

羽
島
市
上
中
町
一

色
101

揖
斐
郡
池
田
町
本

郷
1287―

３

主
た
る
事
務
所
の

所
在

地

岐
阜
市
則
松
３
―
22

7 高
山
市
石
浦
町
８
―

73

井
澤
康
樹

松
本
紀
史

洞
口

博

大
野
邦
博

加
藤
英
輔

渡
辺
信
行

代
表
者
の

氏
名

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
資

金
管
理
団
体
指
定
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
、
資
金
管
理
団
体
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
異
動
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
、
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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公

示

知 実
施

機
関

利
用
停
止
請
求

訂
正

請
求

開
示

請
求

農
政

部

商
工
労
働
部

健
康
福
祉
部

環
境
生
活
部

危
機
管
理
部

清
流
の
国
推
進
部

総
務

部

知
事

直
轄

0 0 9

個
人
情
報
総
合
窓
口0 0 6 1 0 0 0 0

件
数

行政委員会等 実
施

機
関

2 1

182

現
地

機
関

労
働
委
員
会

警
察
本
部
長

公
安
委
員
会

監
査

委
員

人
事
委
員
会

選
挙
管
理
委
員
会

教
育
委
員
会

議
会

2 1

191

計

0 63 0 0 4 0 5 0

件
数

件
数

区
分

件
数

区
分

件
数

区
分

事

小
計

振
興

局

出
納
事
務
局

都
市
建
築
部

県
土
整
備
部

林
政

部

117

開
示

0

利
用
停
止 0

訂
正

51

部
分
開
示

14 4 0 0 3 0

0

部
分
利
用
停
止 1

部
分
訂
正

21� 非
開
示
(
不
存
在
)

0

非
訂

正

合
計

地方独立行政法人

2

非
利
用
停
止

小
計

岐
阜
県
立
看
護
大
学

岐
阜
県
立
下
呂
温
泉
病
院

岐
阜
県
立
多
治
見
病
院

岐
阜
県
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

小
計

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

収
用
委
員
会

0

そ
の

他

0

そ
の

他

2

取
下
げ

191

105 0 1 45 59 72 0 01

計

2

計

191

計

○
平
成
二
十
六
年
度
個
人
情
報
の
開
示
等
の
実
施
状
況

岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
条
例(

平
成
十
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
一
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り

平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
個
人
情
報
の
開
示
等
の
実
施
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
開
示
請
求
､
訂
正
請
求
及
び
利
用
停
止
請
求
の
状
況

(単
位
：
件
)

２
開
示
請
求
の
内
訳

(単
位
：
件
)

３
決
定
等
の
状
況

�
開
示
請
求

(単
位
：
件
)

�
訂
正
請
求

(単
位
：
件
)

�
利
用
停
止
請
求

(単
位
：
件
)

４
不
服
申
立
て
の
状
況

(単
位
：
件
)
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事 知 実
施

機
関

1

前
年
度
か

ら
の
繰
越

不
服
申
立
件
数

出
納
事
務
局

都
市
建
築
部

県
土
整
備
部

林
政

部

農
政

部

商
工
労
働
部

健
康
福
祉
部

環
境
生
活
部

危
機
管
理
部

清
流
の
国
推
進
部

総
務

部

知
事

直
轄

6

本
年
度

新
規
発
生

0

全
部
認
容 処

理
件

数

16

143

102

139

231

244

632

353 89 76 72 19

件
数

0

一
部
認
容

1

棄
却

地方独立行政法人 行政委員会等 実
施

機
関

岐
阜
県
立
看
護
大
学

岐
阜
県
立
下
呂
温
泉
病
院

岐
阜
県
立
多
治
見
病
院

岐
阜
県
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

小
計

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

収
用
委
員
会

労
働
委
員
会

警
察
本
部
長

公
安
委
員
会

監
査

委
員

人
事
委
員
会

選
挙
管
理
委
員
会

教
育
委
員
会

議
会

0

却
下

1

取
下
げ

27 31 33 34

414 3 1 6

141 6 5 13 29

198 12

件
数

5

審
理
中

知 実
施

機
関

合
計

事
業
を
営
む
個
人
及
び
法
人
そ
の
他
団
体

個
人

区
分

危
機
管
理
部

清
流
の
国
推
進
部

総
務

部

知
事

直
轄

小
計

5 16 37 10

件
数

2,116

行政 実
施

機
関

合
計

人
事
委
員
会

選
挙
管
理
委
員
会

教
育
委
員
会

議
会

小
計

1,453

892

561

件
数

1 6 51 3

件
数

2,655

125

５
個
人
情
報
取
扱
事
務
の
登
録
状
況

(単
位
：
件
)

(注
)
１
１
～
３
に
お
け
る
件
数
は
､
平
成
26年
度
に
実
施
機
関
が
開
示
等
の
決
定
を
行
っ
た
件

数
(取
下
げ
が
あ
っ
た
も
の
を
含
む
｡)
で
あ
る
｡

２
５
に
お
け
る
件
数
は
､
平
成
27年
４
月
１
日
現
在
の
件
数
で
あ
る
｡

○
平
成
二
十
六
年
度
公
文
書
公
開
の
実
施
状
況

岐
阜
県
情
報
公
開
条
例(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
五
十
六
号)

第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
平

成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
公
文
書
公
開
の
実
施
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
請
求
者
別
の
状
況

(単
位
：
件
)

２
実
施
機
関
別
の
状
況

(単
位
：
件
)
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3

前
年
度
か

ら
の
繰
越

不
服
申
立
件
数

件
数

区
分

事

小
計

振
興

局

出
納
事
務
局

都
市
建
築
部

県
土
整
備
部

林
政

部

農
政

部

商
工
労
働
部

健
康
福
祉
部

環
境
生
活
部

6

本
年
度

新
規
発
生 1,094

公
開

0

全
部
認
容 処

理
件

数

252

部
分
公
開

1,323 1 4

364

407 35 67 51

206

1201

一
部
認
容

63
(53)

非
公
開
(う
ち
不
存
在
)

3

棄
却

合
計

地方独立行政法人 委員会等

小
計

岐
阜
県
立
看
護
大
学

岐
阜
県
立
下
呂
温
泉
病
院

岐
阜
県
立
多
治
見
病
院

岐
阜
県
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

小
計

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

収
用
委
員
会

労
働
委
員
会

警
察
本
部
長

公
安
委
員
会

監
査

委
員

1

却
下

44

取
下
げ

0

取
下
げ

1,453 1 0 0 0 1

129 0 0 0 68 0 0

1,453

計

4

審
理
中

３
決
定
等
の
状
況

(単
位
：
件
)

４
不
服
申
立
て
の
状
況

(単
位
：
件
)

(注
)
１
１
～
３
に
お
け
る
件
数
は
､
平
成
26年
度
に
実
施
機
関
が
公
開
・
非
公
開
の
決
定
を
行
っ

た
件
数
(取
下
げ
が
あ
っ
た
も
の
を
含
む
｡)
で
あ
る
｡

２
４
に
お
け
る
処
理
件
数
(取
下
げ
を
除
く
｡)
は
､
岐
阜
県
情
報
公
開
審
査
会
に
お
い

て
答
申
を
行
っ
た
件
数
で
あ
る
｡

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ば
さ
ん
フ
ァ
ミ
リ
ー

三

代

表

者

の

氏

名

丹
羽

洋
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
山
県
市
高
富
一
一
九
六
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
乳
幼
児
及
び
そ
の
親
を
は
じ
め
と
す
る
子
育
て

中
の
保
護
者
と
、
関
わ
る
す
べ
て
の
住
民
に
対
し
て
、
子
育
て
支

援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
の
中
で
支
え
合
い
、
育
ち
合
う

こ
と
の
出
来
る
地
域
社
会
の
造
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
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二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
み
ん
な
の
ギ
フ
・
マ
ジ
ッ
ク

三

代

表

者

の

氏

名

大
島

通
生

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
岐
阜
市
大
学
西
二
丁
目
七
二
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
子
ど
も
た
ち
を
は
じ
め
地
域
住
民
の
生
涯
学
習

活
動
の
一
層
の
充
実
と
岐
阜
県
内
で
活
動
す
る
各
団
体
へ
の
サ
ポ
ー

ト
並
び
に
教
育
・
文
化
・
芸
術
の
振
興
の
た
め
の
各
種
事
業
を
行

い
、
も
っ
て
、
そ
の
更
な
る
活
動
の
発
展
、
福
祉
・
子
ど
も
の
健

全
育
成
及
び
地
域
活
性
化
の
推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
五
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
杣
の
杜
学
舎

三

代

表

者

の

氏

名

鈴
木

章

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
美
濃
市
片
知
一
一
〇
九
番
地
の
四

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
森
林
環
境
の
整
備
活
動
や
、
管
理
放
棄
に
よ
る

荒
廃
森
林
の
再
生
な
ど
森
林
・
林
業
が
抱
え
る
諸
問
題
を
解
決
す

る
事
業
を
行
う
と
と
も
に
、
一
般
市
民
及
び
森
林
所
有
者
等
に
対

す
る
自
然
教
室
、
各
種
講
習
会
等
を
通
じ
て
森
林
を
取
り
巻
く
地

域
社
会
の
構
築
や
森
林
環
境
に
対
す
る
意
識
の
向
上
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
八
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｄ
Ｏ
Ｒ
Ｅ
Ｍ
Ｉ
み
ら
い

三

代

表

者

の

氏

名

相
馬

清
美

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
可
児
市
土
田
五
三
一
一
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
国
籍
・
年
齢
を
問
わ
ず
在
日
外
国
人
と
の
共
生

を
進
め
な
が
ら
、
臨
床
美
術
士
等
の
育
成
、
普
及
と
専
門
知
識
及

び
高
度
な
技
術
の
向
上
を
目
指
す
と
と
も
に
、
普
段
の
生
活
が
心

豊
か
に
暮
ら
す
こ
と
を
願
う
方
々
に
対
し
て
、
世
代
間
交
流
及
び

多
文
化
共
生
を
推
進
し
、
国
際
交
流
を
図
り
な
が
ら
、
地
域
に
密

着
し
た
介
護
予
防
・
重
度
化
防
止
に
取
り
組
む
こ
と
で
住
民
一
人

ひ
と
り
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る｢

福
祉
で
の

ま
ち
づ
く
り｣

に
関
す
る
事
業
を
行
い
、｢

ふ
だ
ん
の
く
ら
し
が

し
あ
わ
せ
に｣

な
る
よ
う
、
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
十
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
生
涯
の
地
域
活
動
支
援
の
会
ア
ツ
マ
ー
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ル
ぎ
ふ

三

代

表

者

の

氏

名

池
田

浩
一

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
中
津
川
市
手
賀
野
一
七
五
番
地
二
八

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
生
涯
学
習
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
Ｉ
Ｔ
サ
ポ
ー

タ
ー
、
子
育
て
サ
ポ
ー
タ
ー
、
青
少
年
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
リ
ー
ダ
ー

な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
地
域
活
動
に
取
り
組
む
市
民
に
そ
の
健

全
な
地
域
活
動
を
す
る
実
践
の
場
を
広
く
提
供
す
る
た
め
、
そ
の

活
動
情
報
を
収
集
し
、
情
報
交
流
す
る
こ
と
及
び
広
報
す
る
こ
と

並
び
に
地
域
活
動
に
必
要
な
ス
キ
ル
の
研
修
、
人
材
発
掘
・
育
成

な
ど
を
支
援
し
て
い
く
こ
と
を
通
じ
て
、
健
全
な
生
涯
の
地
域
活

動
全
般
を
支
援
し
、
広
く
公
益
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
十
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
リ
ス
ト
音
楽
院
友
の
会

三

代

表

者

の

氏

名

矢
島

潤
一
郎

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
岐
阜
市
徹
明
通
一
丁
目
九
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
日
本
か
ら
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
リ
ス
ト
音
楽
院
に
留

学
し
た
演
奏
家
、
及
び
リ
ス
ト
音
楽
院
の
演
奏
家
、
ま
た
日
本
で

の
リ
ス
ト
音
楽
院
と
の
交
流
事
業
、
及
び
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
の
日
本

と
の
音
楽
交
流
事
業
の
活
動
に
対
し
て
、
演
奏
会
や
そ
の
他
音
楽

事
業
の
主
催
・
共
催
や
後
援
、
お
よ
び
そ
の
運
営
ま
た
は
活
動
に

関
す
る
連
絡
、
助
言
又
は
援
助
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
ク
ラ
シ
ッ

ク
音
楽
の
文
化
芸
術
の
振
興
、
及
び
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
リ
ス
ト
音

楽
院
を
通
じ
た
国
際
交
流
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
十
六
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
山
県
市
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー

三

代

表

者

の

氏

名

大
野

朝
義

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
山
県
市
岩
佐
一
一
七
七
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
市
内
外
で
の
災
害
に
対
し
て
、
組
織
・
資
材
等

を
完
備
し
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
及
び
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
ト
活
動
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
防
災
及
び
災
害
復
興

支
援
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書

の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
概
要
を
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
・
金
融

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
バ
ロ
ー
北
方
店

第２６６０号 岐 阜 県 公 報 平成27年６月30日 ( 462 )



木
曽
川
右
岸
用

水
土
地
改
良
区

連
合

施

行

者

名

美

濃

加

茂

市

関

市

七

宗

町

八

百

津

町

川

辺

町

坂

祝

町

富

加

町

施
行
に
係
る
地
区
名

美
濃
加
茂
市
役
所

関

市

役

所

七
宗
町
役
場

八
百
津
町
役
場

川
辺
町
役
場

坂
祝
町
役
場

富
加
町
役
場

縦

覧

場

所

平
成
二
七
・

六
・
三
〇
か
ら

同

二
七
・

七
・
二
九
ま
で

縦

覧

期

間

本
巣
市
北
方
町
高
屋
西
部
土
地
整
理
事
業
地
二
十
街
区
七
画
地

外

二

意
見
の
概
要

北
方
町
長
の
意
見

・
店
舗
敷
地
内
に
交
通
安
全(

防
犯)

設
備
の
設
置
を
必
ず
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
事
前
に
状

況
を
み
て
町
と
し
て
具
体
的
な
場
所
を
示
し
設
置
の
お
願
い
を
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
了
承
さ

れ
た
い
。(
カ
―
ブ
ミ
ラ
ー
、
防
犯
灯
等)

・
営
業
開
始
後
の
搬
入
車
両
に
つ
い
て
は
児
童
生
徒
の
登
下
校
時
間
帯
を
十
分
に
配
慮
し
て
経
路

や
配
置
を
計
画
願
い
た
い
。

・
退
店
経
路
は
店
舗
東
側
方
向
に
通
学
路
が
あ
る
た
め
可
能
な
限
り
県
道
二
三
号
線
を
利
用
す
る

よ
う
配
慮
願
い
た
い
。

(

届
出
事
項

新
設)

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
適
当
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
変
更
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、

同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
変
更
後

の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
及
び
定
款
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

美
濃
加
茂
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
美
濃
加
茂
市
伊
深
町
字
新
谷
及
び
字
薬
師
谷
の
一
部

(

伊
深
１
地
区)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
美
濃
加
茂
市(

伊
深
町
字
新
谷
及
び
字
薬
師
谷
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
美
濃
加
茂
市(

伊
深
町
字
新
谷
及
び
字
薬
師
谷
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

下
呂
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
下
呂
市
萩
原
町
桜
洞
の
一
部(

桜
洞
１
地
区)
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三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
五
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
下
呂
市(

萩
原
町
桜
洞
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
下
呂
市(
萩
原
町
桜
洞
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

加
茂
郡
白
川
町

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
加
茂
郡
白
川
町
大
字
切
井
の
一
部(

切
井
Ⅲ
地
区)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
三
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
加
茂
郡
白
川
町(

大
字
切
井
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
加
茂
郡
白
川
町(

大
字
切
井
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日
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